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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月6日(2020.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　哺乳動物の炎症性腸疾患を治療または予防するための方法で使用するための、過酸化水
素または過酸化水素発生体系を含む送達系であって、前記方法は、前記哺乳動物に前記送
達系を経口投与するステップを含み、前記送達系は、経口送達のために、および哺乳動物
胃腸管の標的位置において前記過酸化水素または過酸化水素発生体系をｉｎ　ｓｉｔｕで
放出するように製剤化されている送達系。
【請求項２】
　過酸化水素または過酸化水素発生体系を含む経口投薬送達系であって、前記送達系は、
哺乳動物への経口投与のために、および哺乳動物胃腸管内の標的位置において前記過酸化
水素または過酸化水素発生体系を放出するように構成されており、それにより前記哺乳動
物の腸の前記標的位置での過酸化水素レベルの局所的増加を達成する経口投薬送達系。
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【請求項３】
　前記送達系は、結腸において前記過酸化水素または前記過酸化水素発生体系をｉｎ　ｓ
ｉｔｕで放出するように製剤化されている、請求項１に記載の使用のための請求項１に記
載の送達系、または、請求項２に記載の経口送達系。
【請求項４】
　前記過酸化水素発生体系は、前記哺乳動物胃腸管の標的位置においてｉｎ　ｓｉｔｕで
反応して、過酸化水素を産生するように構成されている酵素および基質を含み、好ましく
は、前記基質はグルコースであり、前記酵素はグルコースオキシダーゼである、請求項１
に記載の使用のための請求項１または３に記載の送達系、または、請求項２または３に記
載の経口送達系。
【請求項５】
　前記過酸化水素発生体系は、前記胃腸管の前記標的位置での前記酵素および基質の放出
前は、前記酵素および基質を別々にしておくように構成されている、請求項１に記載の使
用のための請求項４に記載の送達系、または、請求項４に記載の経口送達系。
【請求項６】
　前記酵素は、第１の微粒子組成物として提供されており、前記基質は、第２の微粒子組
成物として提供されており、好ましくは、前記第１の微粒子組成物および第２の微粒子組
成物は各々独立して、マイクロ粒子、ミクロスフェア、ナノ粒子、および顆粒状粒子から
選択される、請求項１に記載の使用のための請求項５に記載の送達系、または、請求項５
に記載の経口送達系。
【請求項７】
　前記第１の微粒子組成物および第２の微粒子組成物は、前記胃腸管内の標的位置で前記
組成物を放出するように構成されている容器内に含有されており、好ましくは、前記容器
は、腸溶性コーティングである、請求項１に記載の使用のための請求項６に記載の送達系
、または、請求項６に記載の経口送達系。
【請求項８】
　前記第１の微粒子組成物の粒子は、腸溶性コーティングを有し、前記第２の微粒子組成
物の粒子は、腸溶性コーティングを有する、請求項１に記載の使用のための請求項６また
は７に記載の送達系、または、請求項６または７に記載の経口送達系。
【請求項９】
　前記送達系は、過酸化水素を含み、好ましくは、前記送達系は、前記胃腸管の前記標的
位置において前記過酸化水素をｉｎ　ｓｉｔｕで遅延放出するように構成されているポリ
マー性マトリックスを含む、請求項１に記載の使用のための請求項１または３に記載の送
達系、または、請求項２または３に記載の経口送達系。
【請求項１０】
　前記過酸化水素発生体系は、哺乳動物上皮組織を局所刺激して、前記胃腸管の前記標的
位置において過酸化水素をｉｎ　ｓｉｔｕで産生することが可能な活性作用剤を含む、請
求項１に記載の使用のための請求項１または３に記載の送達系、または、請求項２または
３に記載の経口送達系。
【請求項１１】
　前記活性作用剤は、ＮＯＸ１またはＤＵＯＸ２発現および／または活性を増強するアゴ
ニストであり、好ましくは、前記ＮＯＸ１アゴニストは、Ｔｏｌｌ受容体アゴニスト、プ
ロテインキナーゼＣ刺激因子または微生物由来の刺激、または類似のアゴニスト、または
、ＮＯＸ１を上方制御することが可能な作用剤から選択され、前記ＤＵＯＸ２アゴニスト
は、Ｇタンパク質共役受容体または類似の受容体の刺激によりカルシウム放出またはカル
シウム流入を誘導することが可能な作用剤、ならびにＤＵＯＸ２および／またはＤＵＯＸ
Ａ２を上方制御することが可能な作用剤から選択される請求項１に記載の使用のための請
求項１０に記載の送達系、または、請求項１０に記載の経口送達系。
【請求項１２】
　前記過酸化水素発生体系は、過酸化水素を産生する細菌であり、好ましくは、前記細菌



(3) JP 2019-510805 A5 2020.5.21

は、過酸化水素を過剰発現するように遺伝子操作されているか、または過酸化水素生成酵
素である、請求項１に記載の使用のための請求項１または３に記載の送達系、または、請
求項２または３に記載の経口送達系。
【請求項１３】
　前記送達系は、前記胃腸管の前記標的位置において５ｎｍｏｌから２０μｍｏｌの過酸
化水素をｉｎ　ｓｉｔｕで放出または生成するように構成されている、請求項１に記載の
使用のための請求項１または３から１２のいずれかに記載の送達系、または、請求項２～
１２のいずれかに記載の経口送達系。
【請求項１４】
　前記炎症性腸疾患は、潰瘍性大腸炎またはクローン病である、請求項１に記載の使用の
ための請求項１または３～１３のいずれかに記載の送達系。
【請求項１５】
　前記送達系は、前記疾患の症状の急性再発を予防するために、前記疾患の寛解期中に投
与される、請求項１または１４に記載の使用のための請求項１または３～１３のいずれか
に記載の送達系。
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